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が 、 同 一 の 事 業 者 に よ り 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ が 、 同 一 の 事 業 者 に よ り 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ

て い る 場 合 に つ い て は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 百 六 条 第 一 項 て い る 場 合 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で に 規 定 す る 人

か ら 第 六 項 ま で に 規 定 す る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と を も っ 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と を も っ て 、 前 各 項 に 規 定 す る 基 準 を

て 、 前 各 項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な す こ と が で 満 た し て い る も の と み な す こ と が で き る 。

き る 。

（ 準 用 ） （ 準 用 ）

第 百 十 五 条 第 八 条 か ら 第 十 四 条 ま で 、 第 十 六 条 、 第 十 七 条 、 第 十 第 百 十 五 条 第 八 条 か ら 第 十 四 条 ま で 、 第 十 六 条 、 第 十 七 条 、 第 十

九 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 、 第 二 十 四 条 、 第 三 十 条 か ら 第 三 九 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 、 第 二 十 四 条 、 第 三 十 条 か ら 第 三

十 三 条 ま で 、 第 三 十 四 条( 第 五 項 及 び 第 六 項 を 除 く 。) 、 第 三 十 四 十 三 条 ま で 、 第 三 十 四 条( 第 五 項 及 び 第 六 項 を 除 く 。) 、 第 三 十 五

条 の 二 か ら 第 三 十 六 条 ま で 及 び 第 五 十 二 条 並 び に 第 一 節 、 第 四 節 条 、 第 三 十 六 条 及 び 第 五 十 二 条 並 び に 第 一 節 、 第 四 節( 第 百 条 第

( 第 百 条 第 一 項 及 び 第 百 七 条 を 除 く 。) 及 び 前 節 の 規 定 は 、 基 準 該 一 項 及 び 第 百 七 条 を 除 く 。) 及 び 前 節 の 規 定 は 、 基 準 該 当 介 護 予

当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 防 通 所 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 八 条

、 第 八 条 及 び 第 三 十 条 中 「 第 二 十 六 条 」 と あ る の は 「 第 百 十 五 条 及 び 第 三 十 条 中 「 第 二 十 六 条 」 と あ る の は 「 第 百 十 五 条 に お い て

に お い て 準 用 す る 第 百 一 条 」 と 、 「 訪 問 介 護 員 等 」 と あ る の は 「 準 用 す る 第 百 一 条 」 と 、 「 訪 問 介 護 員 等 」 と あ る の は 「 介 護 予 防

介 護 予 防 通 所 介 護 従 業 者 」 と 、 第 十 九 条 中 「 内 容 、 当 該 指 定 介 護 通 所 介 護 従 業 者 」 と 、 第 十 九 条 中 「 内 容 、 当 該 指 定 介 護 予 防 訪 問

予 防 訪 問 介 護 に つ い て 法 第 五 十 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 利 用 者 に 介 護 に つ い て 法 第 五 十 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 利 用 者 に 代 わ っ て

代 わ っ て 支 払 を 受 け る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 額 」 と あ る の は 「 内 支 払 を 受 け る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 額 」 と あ る の は 「 内 容 」 と 、

容 」 と 、 第 二 十 一 条 中 「 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス に 該 当 し な い 指 定 第 二 十 一 条 中 「 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス に 該 当 し な い 指 定 介 護 予 防

介 護 予 防 訪 問 介 護 」 と あ る の は 「 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 」 と 訪 問 介 護 」 と あ る の は 「 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 」 と 、 第 三 十

、 第 三 十 条 中 「 訪 問 介 護 員 等 」 と あ る の は 「 介 護 予 防 通 所 介 護 従 条 中 「 訪 問 介 護 員 等 」 と あ る の は 「 介 護 予 防 通 所 介 護 従 業 者 」 と

業 者 」 と 、 第 百 条 第 二 項 中 「 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス に 該 当 し な い 、 第 百 条 第 二 項 中 「 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス に 該 当 し な い 指 定 介 護

指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 」 と あ る の は 「 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 予 防 通 所 介 護 」 と あ る の は 「 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 」 と 、 同

」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 前 二 項 」 と あ る の は 「 前 項 」 と 読 み 替 え る 条 第 三 項 中 「 前 二 項 」 と あ る の は 「 前 項 」 と 読 み 替 え る も の と す

も の と す る 。 る 。

第 九 章 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 第 九 章 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護

（ 準 用 ） （ 準 用 ）

第 百 四 十 二 条 第 九 条 か ら 第 十 三 条 ま で 、 第 十 五 条 、 第 十 六 条 、 第 第 百 四 十 二 条 第 九 条 か ら 第 十 三 条 ま で 、 第 十 五 条 、 第 十 六 条 、 第
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が 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 事 業 と 基 準 該 当 通 所 介 護( 指 定 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 事 業 と 基 準 該 当 通 所 介 護( 指 定 居

居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 百 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 介 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 百 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 介 護

護 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 事 業 を 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 事 業 を 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に

に 運 営 し て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 所 に お け る 基 準 該 当 運 営 し て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 所 に お け る 基 準 該 当 介

介 護 予 防 通 所 介 護 又 は 基 準 該 当 通 所 介 護 の 利 用 者 。 以 下 こ の 節 護 予 防 通 所 介 護 又 は 基 準 該 当 通 所 介 護 の 利 用 者 。 以 下 こ の 節 に

に お い て 同 じ 。) の 数 が 十 五 人 ま で は 一 以 上 、 利 用 者 の 数 が 十 お い て 同 じ 。) の 数 が 十 五 人 ま で は 一 以 上 、 そ れ 以 上 五 又 は そ

五 人 を 超 え る 場 合 は 、 超 え た 部 分 の 利 用 者 の 数 を 五 で 除 し て 得 の 端 数 を 増 す ご と に 一 を 加 え た 数 以 上 確 保 さ れ る た め に 必 要 と

た 数 に 一 を 加 え た 数 以 上 確 保 さ れ る た め に 必 要 と 認 め ら れ る 数 認 め ら れ る 数

四 （ 略 ） 四 （ 略 ）

２ 当 該 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 の 利 用 定 員( 当 該 基 準 該 ２ 当 該 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 の 利 用 定 員( 当 該 基 準 該

当 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 に お い て 同 時 に 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 当 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 に お い て 同 時 に 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所

介 護 の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 利 用 者 の 数 の 上 限 を い う 。 以 下 介 護 の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 利 用 者 の 数 の 上 限 を い う 。 以 下

こ の 節 に お い て 同 じ 。) が 十 人 以 下 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 前 項 こ の 節 に お い て 同 じ 。) が 十 人 以 下 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 前 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 看 護 職 員 及 び 介 護 職 員 の 員 数 を 、 基 準 該 当 の 規 定 に か か わ ら ず 、 看 護 職 員 及 び 介 護 職 員 の 員 数 を 、 基 準 該 当

介 護 予 防 通 所 介 護 の 単 位 ご と に 、 提 供 時 間 数 に 応 じ て 専 ら 当 該 基 介 護 予 防 通 所 介 護 の 単 位 ご と に 、 提 供 時 間 帯 を 通 じ て 専 ら 当 該 基

準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 提 供 に 当 た る 看 護 職 員 又 は 介 護 職 員 が 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 提 供 に 当 た る 看 護 職 員 又 は 介 護 職 員 が

一 以 上 確 保 さ れ る た め に 必 要 と 認 め ら れ る 数 と す る こ と が で き る 。 一 以 上 確 保 さ れ る た め に 必 要 と 認 め ら れ る 数 と す る こ と が で き る 。

３ 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 者 は 、 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 （ 新 設 ）

護 の 単 位 ご と に 、 第 一 項 第 三 号 の 介 護 職 員 及 び 前 項 の 適 用 が あ る

場 合 に お け る 看 護 職 員 又 は 介 護 職 員 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 介 護

職 員 等 」 と い う 。 ） を 、 常 時 一 人 以 上 当 該 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所

介 護 に 従 事 さ せ な け れ ば な ら な い 。

４ 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 介 護 職 員 等 は 、 利 用 者 （ 新 設 ）

の 処 遇 に 支 障 が な い 場 合 は 、 他 の 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 単

位 の 介 護 職 員 等 と し て 従 事 す る こ と が で き る も の と す る 。

５ 前 各 項 の 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 単 位 は 、 基 準 該 当 介 護 予 ３ 前 二 項 の 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 単 位 は 、 基 準 該 当 介 護 予

防 通 所 介 護 で あ っ て そ の 提 供 が 同 時 に 一 又 は 複 数 の 利 用 者 に 対 し 防 通 所 介 護 で あ っ て そ の 提 供 が 同 時 に 一 又 は 複 数 の 利 用 者 に 対 し

て 一 体 的 に 行 わ れ る も の を い う 。 て 一 体 的 に 行 わ れ る も の を い う 。

６ （ 略 ） ４ （ 略 ）

７ 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 事 業 と 基 準 該 当 通 所 介 護 の 事 業 と ５ 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 の 事 業 と 基 準 該 当 通 所 介 護 の 事 業 と
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員 数 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 他 の 社 会 福 祉 施 設 等 の 栄 養 員 数 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 他 の 社 会 福 祉 施 設 等 の 栄 養

士 と の 連 携 を 図 る こ と に よ り 当 該 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 士 と の 連 携 を 図 る こ と に よ り 当 該 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活

介 護 事 業 所 の 効 果 的 な 運 営 を 期 待 す る こ と が で き る 場 合 で あ っ て 介 護 事 業 所 の 効 果 的 な 運 営 を 期 待 す る こ と が で き る 場 合 で あ っ て

、 利 用 者 の 処 遇 に 支 障 が な い と き は 、 第 三 号 の 栄 養 士 を 置 か な い 、 利 用 者 の 処 遇 に 支 障 が な い と き は 、 第 四 号 の 栄 養 士 を 置 か な い

こ と が で き る 。 こ と が で き る 。

（ 削 る ） 一 医 師 一 人 以 上

一 ～ 五 （ 略 ） 二 ～ 六 （ 略 ）

２ 前 項 第 二 号 の 利 用 者 の 数 は 、 前 年 度 の 平 均 値 と す る 。 た だ し 、 ２ 前 項 第 三 号 の 利 用 者 の 数 は 、 前 年 度 の 平 均 値 と す る 。 た だ し 、

新 規 に 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 の 事 業 を 開 始 す る 場 合 新 規 に 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 の 事 業 を 開 始 す る 場 合

は 、 推 定 数 に よ る 。 は 、 推 定 数 に よ る 。

３ 第 一 項 第 四 号 の 機 能 訓 練 指 導 員 は 、 日 常 生 活 を 営 む の に 必 要 な ３ 第 一 項 第 五 号 の 機 能 訓 練 指 導 員 は 、 日 常 生 活 を 営 む の に 必 要 な

機 能 の 減 退 を 防 止 す る た め の 訓 練 を 行 う 能 力 を 有 す る 者 と し 、 当 機 能 の 減 退 を 防 止 す る た め の 訓 練 を 行 う 能 力 を 有 す る 者 と し 、 当

該 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 の 他 の 職 務 に 従 事 す 該 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 の 他 の 職 務 に 従 事 す

る こ と が で き る も の と す る 。 る こ と が で き る も の と す る 。

４ ・ ５ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ）

（ 設 備 及 び 備 品 等 ） （ 設 備 及 び 備 品 等 ）

第 百 八 十 三 条 （ 略 ） 第 百 八 十 三 条 （ 略 ）

２ 前 項 各 号 に 掲 げ る 設 備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。 ２ 前 項 各 号 に 掲 げ る 設 備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一 居 室 一 居 室

イ （ 略 ） イ （ 略 ）

ロ 利 用 者 一 人 当 た り の 床 面 積 は 、 七 ・ 四 三 平 方 メ ー ト ル 以 上 ロ 利 用 者 一 人 当 た り の 床 面 積 は 、 十 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル 以 上

と す る こ と 。 と す る こ と 。

ハ （ 略 ） ハ （ 略 ）

二 ～ 五 （ 略 ） 二 ～ 五 （ 略 ）

３ ・ ４ （ 略 ） ３ ・ ４ （ 略 ）

（ 準 用 ） （ 準 用 ）

第 百 八 十 五 条 第 九 条 か ら 第 十 三 条 ま で 、 第 十 六 条 、 第 十 九 条 、 第 百 八 十 五 条 第 九 条 か ら 第 十 三 条 ま で 、 第 十 六 条 、 第 十 九 条 、

第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 、 第 三 十 条 か ら 第 三 十 三 条 ま で 、 第 三 十 第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 、 第 三 十 条 か ら 第 三 十 三 条 ま で 、 第 三 十
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十 九 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 、 第 三 十 条 か ら 第 三 十 六 条 ま で 十 九 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 、 第 三 十 条 か ら 第 三 十 六 条 ま で

、 第 五 十 二 条 、 第 百 二 条 、 第 百 四 条 及 び 第 百 五 条 の 規 定 、 指 定 介 、 第 五 十 二 条 、 第 百 二 条 、 第 百 四 条 及 び 第 百 五 条 、 指 定 介 護 予 防

護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お 短 期 入 所 生 活 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

い て 、 第 三 十 条 中 「 第 二 十 六 条 」 と あ る の は 「 第 百 三 十 八 条 」 と 第 三 十 条 中 「 第 二 十 六 条 」 と あ る の は 「 第 百 三 十 八 条 」 と 、 「 訪

、 「 訪 問 介 護 員 等 」 と あ る の は 「 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 問 介 護 員 等 」 と あ る の は 「 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 」 と

者 」 と 、 第 百 二 条 第 三 項 及 び 第 百 四 条 中 「 介 護 予 防 通 所 介 護 従 業 、 第 百 二 条 第 三 項 及 び 第 百 四 条 中 「 介 護 予 防 通 所 介 護 従 業 者 」 と

者 」 と あ る の は 「 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 」 と 読 み 替 え あ る の は 「 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 」 と 読 み 替 え る も の

る も の と す る 。 と す る 。

第 八 節 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 第 八 節 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護

（ 指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 等 と の 併 設 ） （ 指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 等 と の 併 設 ）

第 百 七 十 九 条 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 該 当 す る 介 護 予 防 短 期 第 百 七 十 九 条 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 該 当 す る 介 護 予 防 短 期

入 所 生 活 介 護 又 は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス （ 以 下 「 基 準 該 当 介 護 入 所 生 活 介 護 又 は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス （ 以 下 「 基 準 該 当 介 護

予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 」 と い う 。 ） の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 基 準 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 」 と い う 。 ） の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 基 準

該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者 」 と い う 。 ） が 当 該 事 業 を 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者 」 と い う 。 ） が 当 該 事 業 を

行 う 事 業 所 （ 以 下 「 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 」 行 う 事 業 所 （ 以 下 「 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 」

と い う 。 ） は 、 指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 、 指 定 介 護 予 防 認 知 と い う 。 ） は 、 指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 又 は 社 会 福 祉 施 設 （

症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 （ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 以 下 「 指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 所 等 」 と い う 。 ） に 併 設 し な け

業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に れ ば な ら な い 。

係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 八

年 厚 生 労 働 省 令 第 三 十 六 号 。 以 下 「 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ

ス 基 準 」 と い う 。 ） 第 十 三 条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型

通 所 介 護 事 業 所 を い う 。 ） 又 は 社 会 福 祉 施 設 （ 以 下 「 指 定 介 護 予

防 通 所 介 護 事 業 所 等 」 と い う 。 ） に 併 設 し な け れ ば な ら な い 。

（ 従 業 者 の 員 数 ） （ 従 業 者 の 員 数 ）

第 百 八 十 条 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者 が 基 準 該 当 第 百 八 十 条 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者 が 基 準 該 当

介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 ご と に 置 く べ き 従 業 者 （ 以 下 こ 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 ご と に 置 く べ き 従 業 者 （ 以 下 こ

の 節 に お い て 「 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 」 と い う 。 ） の の 節 に お い て 「 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 」 と い う 。 ） の
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の 種 類 は 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 、 の 種 類 は 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 、

指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、

指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 、 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、 指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 、 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、

第 二 百 六 十 五 条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 及 び 指 定 地 第 二 百 六 十 五 条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 及 び 指 定 地

域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 四 条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指

知 症 対 応 型 通 所 介 護 と す る 。 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な

支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 令 第 三 十 六 号 ）

第 四 条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 と す る 。

第 十 二 章 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 第 十 二 章 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与

（ 記 録 の 整 備 ） （ 記 録 の 整 備 ）

第 二 百 七 十 五 条 （ 略 ） 第 二 百 七 十 五 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

一 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 計 画 （ 新 設 ）

二 ～ 六 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 略 ）

（ 指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 の 具 体 的 取 扱 方 針 ） （ 指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 の 具 体 的 取 扱 方 針 ）

第 二 百 七 十 八 条 （ 略 ） 第 二 百 七 十 八 条 （ 略 ）

一 （ 略 ） 一 （ 略 ）

二 指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 の 提 供 に 当 た っ て は 、 介 護 予 防 福 （ 新 設 ）

祉 用 具 貸 与 計 画 に 基 づ き 、 利 用 者 が 日 常 生 活 を 営 む の に 必 要 な

支 援 を 行 う も の と す る 。

三 ～ 六 （ 略 ） 二 ～ 五 （ 略 ）

（ 削 る ） 六 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に 指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 が 位 置 づ

け ら れ る 場 合 に は 、 当 該 計 画 に 指 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 が 必

要 な 理 由 が 記 載 さ れ る と と も に 、 当 該 利 用 者 に 係 る 担 当 職 員(

指 定 介 護 予 防 支 援 等 基 準 第 二 条 に 規 定 す る 担 当 職 員 を い う 。)

に よ り 、 必 要 に 応 じ て 随 時 そ の 必 要 性 が 検 討 さ れ た 上 で 、 継 続

が 必 要 な 場 合 に は そ の 理 由 が 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 に 記 載 さ れ
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四 条 （ 第 五 項 及 び 第 六 項 を 除 く 。 ） 、 第 三 十 四 条 の 二 か ら 第 三 十 四 条 （ 第 五 項 及 び 第 六 項 を 除 く 。 ） 、 第 三 十 五 条 、 第 三 十 六 条 、

六 条 ま で 、 第 五 十 二 条 、 第 百 二 条 、 第 百 四 条 、 第 百 五 条 、 第 百 二 第 五 十 二 条 、 第 百 二 条 、 第 百 四 条 、 第 百 五 条 、 第 百 二 十 八 条 並 び

十 八 条 並 び に 第 四 節 （ 第 百 三 十 五 条 第 一 項 及 び 第 百 四 十 二 条 を 除 に 第 四 節 （ 第 百 三 十 五 条 第 一 項 及 び 第 百 四 十 二 条 を 除 く 。 ） 及 び

く 。 ） 及 び 第 五 節 の 規 定 は 、 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 第 五 節 の 規 定 は 、 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 の 事 業 に つ

の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 九 条 中 「 内 容 い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 九 条 中 「 内 容 、 当 該 指 定

、 当 該 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 に つ い て 法 第 五 十 三 条 第 四 項 の 規 介 護 予 防 訪 問 介 護 に つ い て 法 第 五 十 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 利

定 に よ り 利 用 者 に 代 わ っ て 支 払 を 受 け る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 額 用 者 に 代 わ っ て 支 払 を 受 け る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 額 」 と あ る の

」 と あ る の は 「 内 容 」 と 、 第 二 十 一 条 中 「 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス は 「 内 容 」 と 、 第 二 十 一 条 中 「 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス に 該 当 し な

に 該 当 し な い 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 」 と あ る の は 「 基 準 該 当 介 護 い 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 」 と あ る の は 「 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入

予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 」 と 、 第 三 十 条 中 「 第 二 十 六 条 」 と あ る の 所 生 活 介 護 」 と 、 第 三 十 条 中 「 第 二 十 六 条 」 と あ る の は 「 第 百 八

は 「 第 百 八 十 五 条 に お い て 準 用 す る 第 百 三 十 八 条 」 と 、 「 訪 問 介 十 五 条 に お い て 準 用 す る 第 百 三 十 八 条 」 と 、 「 訪 問 介 護 員 等 」 と

護 員 等 」 と あ る の は 「 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 」 と 、 第 あ る の は 「 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 」 と 、 第 百 二 条 第 三

百 二 条 第 三 項 中 「 介 護 予 防 通 所 介 護 従 業 者 」 と あ る の は 「 介 護 予 項 中 「 介 護 予 防 通 所 介 護 従 業 者 」 と あ る の は 「 介 護 予 防 短 期 入 所

防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 」 と 、 第 百 三 十 五 条 第 二 項 中 「 法 定 代 生 活 介 護 従 業 者 」 と 、 第 百 三 十 五 条 第 二 項 中 「 法 定 代 理 受 領 サ ー

理 受 領 サ ー ビ ス に 該 当 し な い 指 定 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 」 と ビ ス に 該 当 し な い 指 定 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 」 と あ る の は 「

あ る の は 「 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 」 と 、 同 条 第 三 項 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 前 二 項

中 「 前 二 項 」 と あ る の は 「 前 項 」 と 、 第 百 四 十 一 条 第 二 項 第 二 号 」 と あ る の は 「 前 項 」 と 、 第 百 四 十 一 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 四 号

及 び 第 四 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 中 「 次 条 」 と あ る の は 、 「 第 百 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 中 「 次 条 」 と あ る の は 、 「 第 百 八 十 五 条 」

八 十 五 条 」 と 、 第 百 四 十 四 条 中 「 第 百 二 十 八 条 」 と あ る の は 「 第 と 、 第 百 四 十 四 条 中 「 第 百 二 十 八 条 」 と あ る の は 「 第 百 八 十 五 条

百 八 十 五 条 に お い て 準 用 す る 第 百 二 十 八 条 」 と 、 「 前 条 」 と あ る に お い て 準 用 す る 第 百 二 十 八 条 」 と 、 「 前 条 」 と あ る の は 「 第 百

の は 「 第 百 八 十 五 条 に お い て 準 用 す る 前 条 」 と 、 第 百 四 十 八 条 中 八 十 五 条 に お い て 準 用 す る 前 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

「 医 師 及 び 看 護 職 員 」 と あ る の は 「 看 護 職 員 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。
第 十 一 章 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 第 十 一 章 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

（ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 へ の 委 託 ） （ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 へ の 委 託 ）

第 二 百 六 十 条 （ 略 ） 第 二 百 六 十 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

３ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 が 提 供 す る 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス ３ 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 が 提 供 す る 受 託 介 護 予 防 サ ー ビ ス

－244－


